
 

「家電リサイクル法」による廃家電の処理について 
 

「家電リサイクル法」により対象となる家電機器についてはリサイクル処理が義務づけられています。 

対象となる家電機器を処分する場合は、次の手続きに沿って処理して下さい。 
 

 法 の 対 象 と な る 家 電 機 器 

テレビ エアコン 冷蔵庫 洗濯機 

  
  

品  目 
ブラウン管形式の

ものに限る。 

ﾕﾆｯﾄ型ｴｱｺﾝ（ｳｨﾝﾄﾞ

型ｴｱｺﾝ又は室内ﾕﾆ

ｯﾄが壁掛け、若し

くは床置きのｾﾊﾟﾚ

ｰﾄ型ｴｱｺﾝ） 

 冷蔵庫 
 冷凍冷蔵庫 
 ワイン庫 
 冷凍庫 

 全自動洗濯機 
 ２槽式洗濯機 
 乾燥機付洗濯機 
 

対象外 
（従来どおりの処理） 

 液晶テレビ 
 
 

天井または壁埋め
込み型ｴｱｺﾝ 

 冷凍ｽﾄｯｶｰ 
 ｼｮｳｹｰｽ 

 衣類乾燥機 

ﾘｻｲｸﾙ料金 
（税込み） 

２，８３５円 ３，１５０円 ４，８３０円 ２，５２０円 

20 型未満 20 型以上 ｳｨﾝﾄﾞｳ型 ｾﾊﾟﾚｰﾄ型 250ℓ未満 250ℓ以上 2 層式 全自動式 

料 

 

金 

業者参考 
運搬料金 
(税込み) 1,600 円 2,100 円 1,750 円 2,050 円 3,600 円 4,400 円 2,650 円 3,000 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

    
 
 
 
 
 
 
☆ 注意事項 ☆ 
1. 三宅村ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰでは家電４品目の引き受けは行っておりません。 
2. 家電４品目を家電リサイクル法に基づき処理をせず、不法に投棄した場合は廃棄物処理法の規定（５年以 
下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金、又は併科に処する。）により厳しく処罰されますのでご注意下さい。 
 

郵 便 局 ﾘｻｲｸﾙ料金の支払

家電品引渡 運搬料金の支払

指定取引場所・ﾘｻｲｸﾙ施設 
家電品は海上運搬され指定取引場所に搬送されたの
ち、ﾘｻｲｸﾙ施設にて解体されﾘｻｲｸﾙされます。 

郵便局で家電ﾘｻｲｸﾙ券に必要事項を記入し、ﾘｻｲｸﾙ
料金を支払います。（ﾒｰｶｰによっては料金が異なる
場合がありますので郵便局にてご確認下さい。） 
※ リサイクル券の記入方法は、右記を参照してく
ださい。 

購入したﾘｻｲｸﾙ券と家電品をいっしょに指定引受
場所に持込みます。（ﾘｻｲｸﾙ券は家電品に貼らない
で下さい。）その際運搬料金を支払います。 
◇指定引受場所（9：00～15：00） 
三宅島自動車運輸㈱ 連絡先：5-7005 
 
※ 事情により持込みできない方は、指定引受場所

にご相談下さい。（引取依頼をする場合別途料
金が必要となります。） 

問い合わせ先：三宅村村民生活課生活環境係 TEL：04994-5-0938 


